
代表取締役社長交代のお知らせ

2026 年 1 月 1 日より内記政春が代表取締役社長を退任し代表取締役会長に就任するとともに 

仲里彰夫が代表取締役社長に就任いたしましたことをご報告申し上げます。

弊社では、新体制のもと社員一同力を合わせて、社業発展に努めてまいります。今後とも倍旧の

ご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。まずは略儀ながらホームページでの公開を

もちまして、ご挨拶申し上げます。

退任のご挨拶

謹啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます

さて私儀

このたび代表取締役社長から代表取締役会長に就任いたしました

社長在任中は公私ともに格別のご懇情を賜り誠に有難く厚く御礼申し上げます

なお、後任には仲里彰夫が就任いたしましたので、これまで同様一層のご支援ご厚情を賜ります

ようお願い申し上げます

まずは略儀ながら書面をもって就任のご挨拶を申し上げます

謹言

2026 年 1 月

株式会社ナイキ

代表取締役会長　内記政春

株式会社ナイキ　行動計画

社員が仕事と家庭生活を両立させることができる働きやすい環境作りを目指し、
次のように行動計画を策定する。

女性が活躍できる雇用環境の整備を行なうため、次のように行動計画を策定する。

1．計画期間　令和 3 年 7 月 1 日～令和 8 年 6 月 30 日
2．内容

《目標》
　仕事と子育てを両立させることができるよう、各制度周知や情報提供を通じ、理解を深め、
　取得しやすい環境づくりを行なう

《取組時期》
　令和 3 年 7 月 1 日～

《施策》
　1. 妊娠中や出産後の女性従業員の健康を確保するため、産前産後休業制度についての周知や情報提供を継続的
　　に行い、取得しやすい環境づくりを行なう。
　2. 子供が生まれた従業員の働きやすい環境作りを目指し、育児休業制度や育児休業給付、看護休暇についての
　　周知や情報提供を継続的に行い、取得しやすい環境づくりを行なう。

1．計画期間　令和 3 年 7 月 1 日～令和 8 年 6 月 30 日
2．当社の課題
　　( １)　総合職として採用した労働者に占める女性労働者の割合が低い
　　( ２)　10 事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別継続雇用割合のうち
　　　　　女性労働者の継続雇用割合が低い
3．目標と取組内容・実施時期
　　目標１　総合職として採用する女性労働者の割合を期間平均３０％以上にする
　　《取組内容・実施時期》
　　令和 3 年 7 月～　　女性先輩社員による会社説明会等、女子学生が応募しやすい広報・PR 活動を検討し
　　　　　　　　　　　実施する。
　　令和 4 年 3 月～　　実績を検証し、問題があれば修正する。

　　目標２　10 事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別継続雇用割合のうち
　　　　　　女性労働者の継続雇用率を 50% 以上にする
　　《取組内容・実施時期》
　　令和 3 年　7 月～　　継続して働きやすい制度や環境について検証する。
　　令和 4 年　7 月～　　目標達成に向け、実現可能な施策について順次実行する。

株式会社ナイキ　行動計画

社員が仕事と家庭生活を両立させることができる働きやすい環境作りを目指し、
次のように行動計画を策定する。

女性が活躍できる雇用環境の整備を行なうため、次のように行動計画を策定する。

1．計画期間　令和 3 年 7 月 1 日～令和 8 年 6 月 30 日
2．内容

《目標》
　仕事と子育てを両立させることができるよう、各制度周知や情報提供を通じ、理解を深め、
　取得しやすい環境づくりを行なう

《取組時期》
　令和 3 年 7 月 1 日～

《施策》
　1. 妊娠中や出産後の女性従業員の健康を確保するため、産前産後休業制度についての周知や情報提供を継続的
　　に行い、取得しやすい環境づくりを行なう。
　2. 子供が生まれた従業員の働きやすい環境作りを目指し、育児休業制度や育児休業給付、看護休暇についての
　　周知や情報提供を継続的に行い、取得しやすい環境づくりを行なう。

1．計画期間　令和 3 年 7 月 1 日～令和 8 年 6 月 30 日
2．当社の課題
　　( １)　総合職として採用した労働者に占める女性労働者の割合が低い
　　( ２)　10 事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別継続雇用割合のうち
　　　　　女性労働者の継続雇用割合が低い
3．目標と取組内容・実施時期
　　目標１　総合職として採用する女性労働者の割合を期間平均３０％以上にする
　　《取組内容・実施時期》
　　令和 3 年 7 月～　　女性先輩社員による会社説明会等、女子学生が応募しやすい広報・PR 活動を検討し
　　　　　　　　　　　実施する。
　　令和 4 年 3 月～　　実績を検証し、問題があれば修正する。

　　目標２　10 事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別継続雇用割合のうち
　　　　　　女性労働者の継続雇用率を 50% 以上にする
　　《取組内容・実施時期》
　　令和 3 年　7 月～　　継続して働きやすい制度や環境について検証する。
　　令和 4 年　7 月～　　目標達成に向け、実現可能な施策について順次実行する。



就任のご挨拶

謹啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます

さて私儀

このたび内記政春の後任として代表取締役社長に就任いたしました

甚だ微力ながら 社業発展のため全力を尽くす所存でございますので何とぞ前任者同様のご指導ご

鞭撻を賜りますよう切にお願い申し上げます

まずは略儀ながら書面をもって就任のご挨拶を申し上げます

謹言

2026 年 1 月

株式会社ナイキ

代表取締役社長　仲里彰夫

株式会社ナイキ　行動計画

社員が仕事と家庭生活を両立させることができる働きやすい環境作りを目指し、
次のように行動計画を策定する。

女性が活躍できる雇用環境の整備を行なうため、次のように行動計画を策定する。

1．計画期間　令和 3 年 7 月 1 日～令和 8 年 6 月 30 日
2．内容

《目標》
　仕事と子育てを両立させることができるよう、各制度周知や情報提供を通じ、理解を深め、
　取得しやすい環境づくりを行なう

《取組時期》
　令和 3 年 7 月 1 日～

《施策》
　1. 妊娠中や出産後の女性従業員の健康を確保するため、産前産後休業制度についての周知や情報提供を継続的
　　に行い、取得しやすい環境づくりを行なう。
　2. 子供が生まれた従業員の働きやすい環境作りを目指し、育児休業制度や育児休業給付、看護休暇についての
　　周知や情報提供を継続的に行い、取得しやすい環境づくりを行なう。

1．計画期間　令和 3 年 7 月 1 日～令和 8 年 6 月 30 日
2．当社の課題
　　( １)　総合職として採用した労働者に占める女性労働者の割合が低い
　　( ２)　10 事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別継続雇用割合のうち
　　　　　女性労働者の継続雇用割合が低い
3．目標と取組内容・実施時期
　　目標１　総合職として採用する女性労働者の割合を期間平均３０％以上にする
　　《取組内容・実施時期》
　　令和 3 年 7 月～　　女性先輩社員による会社説明会等、女子学生が応募しやすい広報・PR 活動を検討し
　　　　　　　　　　　実施する。
　　令和 4 年 3 月～　　実績を検証し、問題があれば修正する。

　　目標２　10 事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別継続雇用割合のうち
　　　　　　女性労働者の継続雇用率を 50% 以上にする
　　《取組内容・実施時期》
　　令和 3 年　7 月～　　継続して働きやすい制度や環境について検証する。
　　令和 4 年　7 月～　　目標達成に向け、実現可能な施策について順次実行する。

株式会社ナイキ　行動計画

社員が仕事と家庭生活を両立させることができる働きやすい環境作りを目指し、
次のように行動計画を策定する。

女性が活躍できる雇用環境の整備を行なうため、次のように行動計画を策定する。

1．計画期間　令和 3 年 7 月 1 日～令和 8 年 6 月 30 日
2．内容

《目標》
　仕事と子育てを両立させることができるよう、各制度周知や情報提供を通じ、理解を深め、
　取得しやすい環境づくりを行なう

《取組時期》
　令和 3 年 7 月 1 日～

《施策》
　1. 妊娠中や出産後の女性従業員の健康を確保するため、産前産後休業制度についての周知や情報提供を継続的
　　に行い、取得しやすい環境づくりを行なう。
　2. 子供が生まれた従業員の働きやすい環境作りを目指し、育児休業制度や育児休業給付、看護休暇についての
　　周知や情報提供を継続的に行い、取得しやすい環境づくりを行なう。

1．計画期間　令和 3 年 7 月 1 日～令和 8 年 6 月 30 日
2．当社の課題
　　( １)　総合職として採用した労働者に占める女性労働者の割合が低い
　　( ２)　10 事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別継続雇用割合のうち
　　　　　女性労働者の継続雇用割合が低い
3．目標と取組内容・実施時期
　　目標１　総合職として採用する女性労働者の割合を期間平均３０％以上にする
　　《取組内容・実施時期》
　　令和 3 年 7 月～　　女性先輩社員による会社説明会等、女子学生が応募しやすい広報・PR 活動を検討し
　　　　　　　　　　　実施する。
　　令和 4 年 3 月～　　実績を検証し、問題があれば修正する。

　　目標２　10 事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別継続雇用割合のうち
　　　　　　女性労働者の継続雇用率を 50% 以上にする
　　《取組内容・実施時期》
　　令和 3 年　7 月～　　継続して働きやすい制度や環境について検証する。
　　令和 4 年　7 月～　　目標達成に向け、実現可能な施策について順次実行する。


